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（仮称）藤沢市都市交通計画（素案）に関する 
パブリックコメント等の実施結果について 

 

 

本市は、交通に関する基本的な指針として「藤沢市交通マスタープラン」を 2014 年（平

成 26 年）に策定し、その実施計画として「藤沢市交通アクションプラン」を 2015 年（平

成 27 年）に策定して、交通施策を進めてきました。現行計画の策定から 10 年近くが経

過する中、交通を取り巻く状況は大きく変化したことから、社会状況の変化に対応した交

通施策を実施するため、新たに「藤沢市都市交通計画」として策定作業を進めています。 

 このたび、同計画の素案をとりまとめ、素案に関するパブリックコメントなどを行い、

様々な意見をいただきました。 

 いただいた貴重な意見などについては、本計画に一部反映するとともに、パブリックコ

メント等の実施結果として公表します。 

 公表にあたっては、皆様方からいただきました意見を要約、類型化し、本市の考え方を

付して公表を行います。また、個別での回答は行っていませんので、ご了承ください。 

 

１．パブリックコメントについて 

（１） 募集期間 

2023 年（令和 5 年）12 月 7 日から 2024 年（令和 6 年）1 月 5 日まで 

 

（２） 意見等を提出できる方 

「市内在住・在勤・在学の方」、「市内に事業所等を有する方」及び「その他利害関係者」 

 

（３） 意見等の募集方法 

 次の①、②の方法にて、資料を閲覧し、郵送・FAX または持参にて提出するか、市のホ

ームページの「パブリックコメント」から電子提出 

① 都市計画課、市役所総合案内、市政情報コーナー、各市民センター及び公民館 

② 藤沢市のホームページ 

 

２．その他 

① 市民説明会 

  第１回目 遠藤市民センター 2023 年(令和 5 年)12 月 12 日（火）19:00～ 

  第２回目 市役所本庁舎  2023 年(令和 5 年)12 月 16 日（土）10:00～ 

  第３回目 湘南台市民センター 2023 年(令和 5 年)12 月 21 日（木）19:00～ 

 

② 第 6 回藤沢市交通政策推進会議 2023 年(令和 5 年)11 月 22 日（水） 

など  

（案） 

令和６年２月藤沢市議会定例会 

建設経済常任委員会資料２ 
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パブリックコメント等の実施結果 

○ パブリックコメント                 27 件（ 3 名） 

○ その他                       20 件 

 合計   47 件 

 

◆意見分類 

「意見分類」の説明 件数 構成割合 

1 全体に関する意見 3 件 6.4% 

2 基本方針編全体に対する意見   

3 基本方針編「第 1 章 はじめに」に対する意見 3 件 6.4% 

4 基本方針編「第 2 章 藤沢市をとりまく状況」に対する意見 9 件 19.1% 

5 基本方針編「第 3 章 交通課題」に対する意見 2 件 4.3% 

6 基本方針編「第 4 章 目指す将来交通像と基本方針」に対する意見 8 件 17.0% 

7 基本方針編「第 5 章 地域別の取組方針」に対する意見 5 件 10.6% 

8 基本方針編「第 6 章 進行管理・推進体制」に対する意見 3 件 6.4% 

9 実施計画編全体に対する意見 1 件 2.1% 

10 実施計画編「第 1章 はじめに」に対する意見     

11 実施計画編「第2章 将来交通像の実現に向け展開する施策」に対する意見 12 件 25.5% 

12 実施計画編「第 3章 推進方策・評価指標」に対する意見 1 件 2.1% 

13 その他の意見     

合  計 47 件 100% 

 

◆反映状況 

「反映状況※」の説明 件数 構成割合 

① 意見の趣旨を踏まえ、計画に反映しました。 16 件 32.7％ 

② すでに計画に位置付けてあります。 4 件 8.2％ 

③ 今後の取組の参考にします。 10 件 20.4％ 

④ 計画への反映は困難です。 12 件 24.5％ 

⑤ その他 7 件 14.3％ 

合  計 49 件 100％ 

※ 「反映状況」が複数である意見があることから「意見分類」とは件数が異なります。 
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「（仮称）藤沢市都市交通計画（素案）」に対する意見要旨と藤沢市の考え方 
 

１．全体に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１ 

そ
の
他 

計画の中で、高齢者の位置づけ
を、「交通手段等を利用可能な高齢
者」のように、より明確にした方が
よい。 

③ 

「基本方針編」P.78「【基本方針１】」「取組方針 1-1 
余暇活動・社会参加を促進する交通体系の充実・高度
化」に記載のとおり、「自家用車に過度に依拠せずに誰
もが移動しやすい公共交通」という観点がある中、高
齢者の一部を排除することは困難です。 

２ 

そ
の
他 

藤沢市独自の取組として、ナン
バープレートの番号で駐車料金を
変えるシステムの検討や、後期高
齢者が公民館や商店街に行くバス
は無料にするなどをアピールでき
るとよい。 

⑤ 

ご提案の施策をそのまま位置づけることは現時点
ではできませんが、計画に位置付けた基本方針を実現
していくための施策として、今後検討を行っていくと
ともに、その結果として本市独自の取組が実現する可
能性はあります。 

３ 

そ
の
他 

図表タイトルの位置は図表の上
にするべき。 ④ 

図のタイトルは図の下、表のタイトルは表の上とい
うルールは、「JISX4051（日本語文章の組版方法）」に
従い表記しており、反映は困難です。 

 

３．基本方針編「第 1章 はじめに」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

４ 

パ
ブ
コ
メ 

「策定の背景・目的」として手続
き的・説明的な定義付けがなされ
ているが、市としての理念的動機
付けが見当たらない。市がどのよ
うな原則に基づいて都市交通を構
築するかという、最も根底的な考
えを示してはいかがか。 

① 

本市が都市交通関連の計画を策定する動機につい
て記載が不足していることから、「基本方針編」P.2の
「策定の背景」に次の内容を追加します。 
「地方公共団体は、交通に関する施策について基本

理念等を掲げた「交通政策基本法」に基づく交通政策
基本計画（国土交通省）を踏まえ、同計画に規定され
た責務を果たすべく、交通に関する施策を、まちづく
り等の観点を加えながら、総合的かつ計画的に実施す
ることが求められています。」 
また、「基本方針編」P.72の「将来交通像」に次の内

容を追加します。 
藤沢市は、市民だれもが交通手段を自由に選択し、

自家用車のみに依拠することのない移動を実現する
ため、第２章の「藤沢市をとりまく状況」や、第３章
の「交通課題」を踏まえて、次の将来交通像を設定し
ます。 

５ 

そ
の
他 

「基本方針編」、「実施計画編」い
ずれにも計画の区域が明記されて
おらず、計画の区域を明確にした
方がよい。 

① 

計画の区域について、記載が不足していることか
ら、「基本方針編」P.4「第１章はじめに」「２．計画の
位置付け」に次の内容を追加します。 
「２－２ 計画の区域 
本計画で対象とする区域は、藤沢市全域とします。」 

６ 

そ
の
他 

「２．計画の位置付け」の書き出
しで、「国が策定を促す計画」３つ
と、藤沢市の計画２つが出てくる
が、言葉で理解するのは大変なの
と、それらの計画の関連は、次のペ
ージでわかるので、もう少し簡易
な表現でよい。 

④ 

「藤沢市都市交通計画とは」を説明するにあたり、
国が策定を促す計画の位置づけは必要であることか
ら、計画への反映は困難です。 
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４．基本方針編「第２章 藤沢市をとりまく状況」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

７ 

パ
ブ
コ
メ 

江ノ電はＬＲＴの定義からは外

れるが、ＬＲＴに近い姿だといわ

れており、全国的な連携の場とし

てＬＲＴ都市サミットなどへの参

加を検討すべき。 

③ 

現時点では同サミットなどへの参加は予定してい

ませんが、今後の取組の参考とさせていただきます。 

８ 

パ
ブ
コ
メ 

公共交通を取り巻く環境は急速

に変化しており、それに対応する

ように公共交通への考え方も変わ

りつつある。地域社会の成立に必

要な公共交通は民間に任せきりに

せず、地方自治体が責任をもって

関与しているという具体例とし

て、公設型上下分離方式が採用さ

れている芳賀・宇都宮ＬＲＴ等を

コラムで紹介してみてはどうか。 

④ 

芳賀・宇都宮ＬＲＴについては、公設型上下分離方

式として取り組まれています。しかしながら、現在、

本市には公設型上下分離方式による具体的な整備予

定はないことから、公設型上下分離方式の事例として

紹介する必要性は少なく、その視点からの計画への反

映は困難です。 

９ 

パ
ブ
コ
メ 

「コンパクト（シティ）・プラス・

ネットワーク」についての解説は、

宇都宮市や富山市などが具体的に

どのような制度を活用したのかも

参照できるとよい。 

④ 

 宇都宮市や富山市のように、ＬＲＴを整備して「コ

ンパクト（シティ）・プラス・ネットワーク」を構築す

る考えは現在本市にはないことから、計画への反映は

困難です。 

１0 

パ
ブ
コ
メ 

コロナ禍中は落ち着いていたオ

ーバーツーリズム・観光公害が再

び顕在化しつつあり、江ノ電のダ

イヤ減便など、地域社会に悪影響

が出始めていることをより強く意

識すべき。この観光公害の要因の

一つが、日帰り観光客が多いこと

で、周遊・回遊環境の整備に加えて

交通アクセスのよい宿泊施設の充

実にも取り組む必要がある。 

① 

オーバーツーリズムにつきましては、「基本方針編」

P.108 の「第５章 地域別の取組方針」「片瀬・江の島

都市拠点」における取組方針に位置付けています。 

１1 

パ
ブ
コ
メ 

市南部の駅は駅勢圏が小さいこ

とに加え、周辺に駐輪場がないた

め徒歩でのアクセスがメインにな

っている。各駅に駐輪場が整備さ

れれば交通ハブとして、より機能

的になると思う。 

③ 

ご指摘の内容につきましては、本計画の自転車に関

する部門別計画である「ふじさわサイクルプラン」で

進める施策の参考とさせていただきます。 

１2 

パ
ブ
コ
メ 

「２０２４年問題」について、主

に宅配便ドライバーを念頭に置い

ているようだが、バスドライバー

への影響が甚大である。全国的に

も路線バスの減便が相次いでいる

事実にも触れておいたほうが良い

のではないか。 

① 

 バス・タクシーなどの自動車運送業務の人手不足に

ついての記載が不足していることから、「基本方針

編」、P.65の「日常生活における交通課題」の「【交通

課題】」に、次の内容を追加します。 

「バス・タクシーなどの自動車運送業務の人手不足

が深刻化しており、バス本数の減便などの事例が散

見されます。」 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１3 

パ
ブ
コ
メ 

「交通に関する市民意識調査」

からもわかるように、市民の多く

は公共交通を重視しており、より

積極的に公共交通の整備を進める

ことが可能なのではないか。 

③ 

 市民のニーズに応えるためにも、自家用車に依拠し

なくても誰もが移動できる交通環境の整備を進めま

す。 

１4 

パ
ブ
コ
メ 

「公共交通サービス圏」につい

て、バスでのサービス水準で１本

／ｈというのは基準が低すぎるよ

うに思う。せめて３本／ｈ以上の

バス停とそれ未満とで区別すべき

ではないか。また、コンパクトシテ

ィ化を考慮すると、いたずらに公

共交通のカバー範囲を増やすこと

は得策とは思えない。居住誘導を

図るには、公共交通のサービスレ

ベルにメリハリを付けるべきだと

考える。 

⑤ 

 「公共交通サービス圏」は、国等における基準がな

く、2014 年（平成 26 年）に策定した「藤沢市交通マ

スタープラン」において、１本／ｈを閾値として設定

しており、今回の計画においても、現計画の基準を踏

襲し作図したものです。バスのサービス水準が「１本

／ｈあればよい」と設定しているものではなく、既存

のサービス水準を図示したものです。 

 市街化区域は、概ね人口集中地区（ＤＩＤ）となっ

ており、この人口密度を維持するためにも、鉄道駅周

辺へのアクセス性を確保するためバス交通の広範な

サービス水準の充実は、重要であると考えます。 

１5 

パ
ブ
コ
メ 

産業の視点が希薄。市民が交通

の主な利用者であり交通計画の主

たる対象者であることは理解でき

るが、製造業に限らず観光をはじ

めとするサービス業やその他の事

業者もまた、市内で生産活動を営

む重要な主体であることを強調す

べきではないか。 

① 

 「産業」によって多くの人が訪れる視点を加えるた

め、「基本方針編」P.41「(6)産業」に次の内容を追加

します。 

「本市には、各種産業の集積地も多く、市内外から

働きに来る人の移動が多いという特徴があります。」 

また、同様に「観光」によって多くの人が訪れる視

点を加えるため、「基本方針編」P.42「(7)観光」には

次の内容を追加します。 

 「このように、多くの観光客が本市を訪れ、移動を

している現状があります。」 

 

５．基本方針編「第３章 交通課題」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１６ 

そ
の
他 

「環境における交通課題」の「輸

送量当たりの二酸化炭素の排出量

（旅客）」のグラフに航空が含まれ

るが、藤沢市の交通を考えたとき

に違和感がある。また、バスや鉄道

も、定員乗車を想定していると思

うが、このデータを使うのであれ

ば、「定員乗車」の但し書きがあっ

た方がよい。 

④ 

「輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（旅客）」のグ

ラフは、国土交通省の資料を引用しており、「航空」に

ついても、同資料に記載されているものです。また、

引用した資料には、定員乗車であることは記載されて

いません。 

１７ 

そ
の
他 

「日常生活における交通課題

(素案 P.64)」の【交通課題】に、

「バス・タクシーなどの自動車運

送業務の人手不足が深刻化してお

り、路線の廃止などの事例が散見

される。」と追加してほしい。 

① 

 バス・タクシーなどの自動車運送業務の人手不足に

ついての記載が不足していることから、「基本方針

編」、P.65の「日常生活における交通課題」の「【交通

課題】」に、次の内容を追加します。 

「バス・タクシーなどの自動車運送業務の人手不足

が深刻化しており、バス本数の減便などの事例が散

見されます。」 
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６．基本方針編「第４章 目指す将来交通像と基本方針」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１８ 

パ
ブ
コ
メ 

第 4 章では将来像と基本方針

が示され、第 5章では地域別の取

組方針が示されているが、その中

間の橋渡しするような交通軸単

位での取組方針が欠けているよ

うに見える。その結果、市全体に

わたる観念的な方針から地域ご

との個別具体的な方針へと、議論

が急に矮小化したような印象を

受けた。せっかく３地域に類型化

しているのだから、３地域におけ

る中域的な方針を設定してはど

うか。 

④ 

 市全体の基本方針を第 4章に整理し、第 5章は、地

域別に細かく分析したときに見えてくる取組方針を

まとめています。 

 地域別の取組方針においては、地区への鉄道駅の有

無、交通空白地の状況などの交通特性によって特性の

近い地域を類型化したところ６地域となったもので、

地域ごとの分析を実施し、そのエビデンスに基づき地

域ごとの取組方針を掲出するという流れとしていま

す。 

 したがって、「Ａ」から「Ｃ」の分類については、単

に「鉄道駅を有する」「ＢＲＴが走行する」「公共交通

が少ない」という特徴のみで分類したもので、取組方

針を持たせるものとは考えていません。 

１９ 

パ
ブ
コ
メ 

辻堂～ＳＦＣの新南北軸線を

走るツインライナーはＢＲＴと

は名ばかりの、実質的には地域内

交通に毛が生えた程度のものに

なってしまっている。これをＢＲ

Ｔたらしめるためには、通常の各

停バスとはダイヤやルートを区

別して役割分担をする必要があ

る。例えば、各停バスの系統をフ

ィーダーバスとして、ＢＲＴバス

停を中心に運行する体系に再編

することや、土休日も含めて十分

な本数のツインライナー急行を

運行することがＢＲＴの理想的

な在り方だと思う。 

⑤ 

 新南北軸線を走るＢＲＴは、バスが優先的に通行で

きるように信号制御を行うＰＴＰＳを導入し、急行運

転を行っています。 

また、辻堂～ＳＦＣにおけるＢＲＴの機能強化に向

け、ＢＲＴのバス停と自宅を結ぶ、交通モードが充実

することにより、ＢＲＴの利便性の向上を図ります。 

 加えて、ＢＲＴの主要なバス停に様々な交通モード

の接続・乗り換え拠点であるモビリティ・ハブとして

機能強化を行う施策を位置付けています。 

２０ 
パ
ブ
コ
メ 

湘南ライフタウンの人口密度

維持や住民の若返りの必要性な

どを考慮すると、ＢＲＴに固執せ

ず、より輸送力を確保できるＬＲ

Ｔやモノレールの導入も、柔軟に

検討していく必要があると思う。 

② 

 新南北軸線の交通につきましては、「実施計画編」

P.15の「2-2-1 日常生活を支える公共交通網の維持・

強化」の「施策」で「・（仮）新南北軸線の交通需要の

変化に合わせた輸送力増強の検討」と記載しており、

移動ニーズや将来的な需要を踏まえて検討する必要

があると考えており、意見につきましては参考とさせ

ていただきます。 

２１ 

そ
の
他 

「1-1 将来交通像」の説明で、

「持続可能な交通」とあるが、交

通像として目指す「持続可能」の

意味について、素案 P.70 の枠の

中で、環境面での持続可能性に加

えて、主に公共交通を想定したサ

ービスの持続性も指すのであれ

ば、その旨の記述がある方が望ま

しい。 

① 

「持続可能」の意味についてより明確化するため、

「基本方針編」P.72「1-1 将来交通像」の説明の一部

を次のとおり修正します。 

○前「市民の日常生活における移動を支える持続可能な

交通体系の実現を目指します。」 

↓ 

○後「市民の日常生活における移動を支え、公共交通の

サービス等における持続可能な交通体系の構築を目

指します。」 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

２２ 

パ
ブ
コ
メ 

市として地域間にどのような

人流をつくっていきたいかとい

うビジョンが明確になっていな

い。６地域ごとに役割分担がある

はずで、その役割分担をよりはっ

きりさせて集約し、地域の拠点間

を公共交通で結ぶことがコンパ

クトシティ・プラス・ネットワー

クへの言及がなく、立地適正化計

画との整合性が取れているかど

うかがわかりにくい。 

① 

 「藤沢市立地適正化計画」との関係性を明確にする

ため、新たに「基本方針編」P.76に「1-5 公共交通等

の方針」のページを設けます。その中で、交通ネット

ワークの考え方として、都市拠点、地区拠点間のネッ

トワークなどの維持強化を目指すことを説明すると

ともに、藤沢市の公共交通等の方針図を追加します。 

２３ 

そ
の
他 

最寄り駅まで１５分圏につい

ては、客観情報としての図（素案

P.77）はあるものの、その意味付

けや意義の説明がないので、やや

唐突に見えてしまう懸念がある。

コンセプトとしてより明快にし

ておくことが重要と考える。「自

宅から１５分で電車に乗れる」と

いうことにとどまらず、生活拠点

としての駅周辺に自家用車以外

の手段で１５分以内に行けるこ

と、それによって自家用車に依拠

しない生活が可能になり、また、

実現すること、それが本計画の各

基本方針を実現するのに意義が

あることなどを記述することが

考えられる。 

① 

 最寄り駅まで１５分圏の意義について記載が不

足していたことから、本市の「公共交通等の方針」

として「基本方針編」の P.76にも同様の図を掲載し、

その説明を追加しました。その説明の中に、１５分圏

の意義について次のとおり記載します。 

「また、鉄道駅は鉄道の乗り降りを行う施設である

ことにとどまらず、買い物や通院等、日々の暮らし

を支える地区拠点でもあります。その最寄り駅ま

で、自家用車以外の交通手段により１５分以内でア

クセスできることは、将来交通像で謳う自家用車に

依拠しない交通体系の実現につながるとともに、中

心市街地である藤沢駅まで３０分圏域の維持・強

化、ひいては東京都心や横浜など広域的なアクセス

にも寄与するものです。最寄り駅まで１５分圏の維

持・強化に向けて、最寄り駅までのネットワークに

ついては、徒歩、自転車、バス等を基本としますが、

ラストワンマイルを担う新たなモビリティについ

ても充実を目指します。」 

２４ 
そ
の
他 

「基本方針」は、受け手側のわ

かりやすさなどの点で、なるべく

絞っていくことがよいと思う。

（例えば、取組方針１－１と取組

方針１－２はあわせて一つの方

針とするなど） 

④ 

取組方針には、それぞれねらいがあることから、それ

らをあわせて一つの方針にすることは困難です。 

２５ 

そ
の
他 

「取組方針 1-2 健康寿命の延

伸に繋がる交通環境の充実」とあ

るが、「繋がる」よりは「支える」

の方がよいのではないか。 

① 

ご指摘のとおり表現が強かったことから、「基本方

針編」P.78にある文言を修正します。 

○前「健康寿命の延伸に繋がる…」 

↓ 

○後「健康寿命の延伸を支える…」 
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７．基本方針編「第５章 地域別の取組方針」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

２６ 

パ
ブ
コ
メ 

「Ａ－１地域」で、辻堂の南

側から鵠沼エリア西部にかけ

て、人口密度が高いにも関わら

ず公共交通がカバーできてい

ない地域が生じている。このエ

リアは狭あいな道路が多く、一

般的な大型路線バスが乗り入

れるのは難しい。また、主要道

路の拡幅をしても、それがかえ

ってマイカー利用をあおり交

通量が増えて周辺に危険な路

地を増やしてしまうだろう。そ

のため、この地域には小規模な

鉄軌道交通（ＬＲＴなど）や、

専用レーンを走行するＢＲＴ

等の導入が望まれる。辻堂や片

瀬・江の島と接続できれば、テ

ラスモールや辻堂海岸へ観光

客を周遊させる効果も見込め

るのではないでしょうか。 

② 
③ 

「Ａ－１地域」の一部に、公共交通がカバーでき

ていない地域が存在していることは認識していま

す。そのような地域では「基本方針１」「取組方針

1-2」における、「ラストワンマイルの交通手段の充

実」や、「基本方針２」「取組方針 2-1」における「最

寄り駅まで１５分圏域の維持・強化」の中で、施策

を実施していくことを記載しております。 

その具体的な手法につきましては、今後の取組の

参考とさせていただきます。 

２７ 

パ
ブ
コ
メ 

「Ｂ－２地域」において、新

駅へのアクセス手段や地域内

の移動手段の拡充は、既存の路

線バスの再編が伴わなければ

効率的なものにはならない。具

体的には湘南台駅を中心とし

た長距離路線から、新駅を中心

とするフィーダーバス的な路

線へと細分化することになる

だろう。 

② 

 「実施計画編」「第２章 将来交通像の実現に向

け展開する施策」「2-2 基本方針２に紐づく施策」

の中で、「④最寄り駅まで 15分圏域の維持・強化」

における「展開する主な施策」の中で「新駅を中心

とした公共交通ネットワークの再編に向けた検討・

協議・調整を進めます。」と記載しています。 

２８ 

パ
ブ
コ
メ 

「Ｃ地域」は、鉄道・ＢＲＴ

空白地帯で、それゆえに人口も

最も希薄であり、市の独力でこ

こにＢＲＴを整備することは

費用対効果の面から難しいと

思われる。しかし、隣接する自

治体を見ると、西側には倉見へ

の新幹線駅招致を進めている

寒川町や、吉岡工業団地とその

先の住宅地が広がる綾瀬市が

あり、市境を超えた協力をする

ことで、御所見地区に中量輸送

機関を導入することができる

のではないか。 

⑤ 

「健康と文化の森都市拠点」以西は、「Ｃ地域」

を通る広域連携軸として、現在のところいずみ野線

延伸を目指しています。Ｃ地域への駅設置の有無に

ついては未定ですが、現在、本市、寒川町、県、相

模鉄道、慶應義塾大学等で構成された「いずみ野線

延伸検討協議会」の中で市境を超えて検討を行って

いるところです。 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

２９ 

パ
ブ
コ
メ 

「健康と文化の森都市拠点」

は、慶應ＳＦＣを中心とした拠

点形成が計画されているが、現

状の商業的中心は南大山バス

停近くのイトーヨーカドー湘

南台店周辺である。既存の人流

との整合性の確保や賑わいの

活用も検討すべきである。 

⑤ 

 「健康と文化の森都市拠点」は慶應大学ＳＦＣ付

近の拠点を形成するもので、いずみ野線延伸計画で

はＢ駅の設置を考えており、イトーヨーカドー湘南

台店周辺は、同延伸計画でＡ駅の設置を検討してい

ます。既存の人流との整合性の確保としてはＢＲＴ

の停留所（南大山）を設けています。 

３０ 

そ
の
他 

「片瀬・江の島都市拠点」の

ページがふさわしいのかわか

らないが、自然災害の対策の重

点地域でもあるとの認識を追

加してはどうか。 

④ 

 「片瀬・江の島都市拠点」の記載については、「広

域海洋リゾート・レクリエーション拠点」として、

主に観光交流機能と日常の住民の暮らしの共存に

ついて記載したものです。同地域を自然災害対策の

重点地域とすることにつきましては、津波を想定し

てのものと思われますが、交通施策として記載する

ことは困難です。 

 

８．基本方針編「第６章 進行管理・推進体制」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

３１ 

そ
の
他 

難しいとは思うが、バスに関す

る指標があった方が望ましいと思

う。 
① 

 ご指摘のとおりバスに関する指標を設けていなか

ったことから、公共交通のサービス圏域のうち、「バス

を週１回以上利用する人の割合」を新たな指標（アウ

トカム指標）に設定し、「基本方針編」P.111「(3)評価

指標」、「実施計画編」P.41「３．評価指標」に追加し

ます。 

３２ 

そ
の
他 

評価指標のアウトカム指標の中

には、市民のニーズとは関係なさ

そうなものもあり、基本方針１・

２・３の評価指標は、３つ合わせて

交通満足度日本一とか、交通満足

度神奈川一とか問うでもよいので

はと思う。 

④ 

 アウトカム指標の設定は、各基本方針に沿った指標

を設定することで、どの基本方針がどの程度進捗した

か進行管理上数値の推移を計測していく必要がある

ことから、方針ごとに指標を設定しています。 

３３ 

そ
の
他 

指標の目標値は、数値化できる

ものは数値化した方がよい。 ① 

 ご意見を踏まえ、指標の目標値のうち、数値化でき

るものについては数値化します。（「基本方針編」

P.111、「実施計画編」P.41･42参照） 
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９．実施計画編全体に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

３４ 

パ
ブ
コ
メ 

「実施計画編」には、その対象地

域が「市全域」か「各都市拠点」し

かない。せっかく「Ａ－１」から

「Ｃ」までの６地域に分類したの

だから、６地域ごとに具体的な取

組を考えていくのが自然ではない

か。 

① 

 「実施計画編」は、将来交通像を実現するため基本

方針と紐づけた施策を整理し、その中から主要なプロ

ジェクトを重点施策として整理したものです。施策の

中には、重点的に取り組む地域はあるものの、すべて

の施策に重点的に取り組む地域があるわけではない

ため、地区ごとの記載は行っていませんでした。 

 対象地域については、再度見直しを行い、地域を絞

り込める箇所につきましては、「Ａ－１」～「Ｃ」まで

の６地域、もしくは都市拠点名を記載します。 

 

１１．実施計画編「第２章 将来交通像の実現に向け展開する施策」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

３５ 

そ
の
他 

素案 P.9 に「超高齢化が市内で

最も進む、湘南大庭地区において、

辻堂駅と慶応大学を結ぶＢＲＴの

主要なバス停を対象に・・・」とあ

るが、超高齢化とＢＲＴは関係な

いと思う。 

① 

 ご指摘を踏まえて、「実施計画編」P.10 の文言を次

のとおり修正します。 

○前「短・中期的には、超高齢化が市内で最も進む、湘

南大庭地区において、辻堂駅と…」 

↓ 

○後「短・中期的には、湘南大庭地区において、辻堂駅

と…」 

３６ 

パ
ブ
コ
メ 

デジタル技術の活用は、交通弱

者、特に高齢者は一般にデジタル

技術への親和性が低いということ

に留意が必要ではないか。デジタ

ル技術の活用も大切だが、公共交

通の運行本数の維持・増加が重要

だと考える。 

① 

ご指摘のとおり、デジタル技術導入にあたって、高

齢者等への親和性が課題の一つであると考えていま

す。意見を受けて、「実施計画編」の P.10「重点施策①

-ⅱＩＣＴ（情報通信技術）など新技術を活用した交通

環境の整備促進」において、次の内容を追加します。 

「デジタル技術への親和性が低い高齢者等に対し、

スマホ教室を開くなど、関係部局等と連携し、普及を

促進します。」 

３７ 

そ
の
他 

素案 P.9 に空飛ぶクルマの記載

があるが、藤沢の空を車が飛ぶニ

ーズはないと思うので記載は削除

した方がよいと思う。移動距離と

その手段との望ましい関係がある

が、空を飛ぶのはもっと長距離移

動だと思う。また、２トン近い車体

を浮かせておくのでＣＯ２もそれ

なりに排出されるので導入の促進

は不要だと思う。 

④ 

 計画の目標年次である２０４０年（令和２２年）ま

での間、技術の進歩により、「空飛ぶクルマ」など新し

い技術が発展する可能性があることから、「実用化さ

れた際には」という条件を付して記載しているもので

す。 

３８ 

そ
の
他 

実施期間については、長期（令和

１６年度～）となっているが、～の

位置が前後しているように思う。

また、元号表記より西暦表記の方

が長期の時間のイメージがしやす

いと思う。 

① 

 「実施計画編」の重点施策の実施期間における「令

和１６年度～」の表記は「令和１６年度以降」という

意味で用いています。なお、「年度」の表記につきまし

ては、ご指摘の点を踏まえ、西暦と元号の併記に変更

します。 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

３９ 

そ
の
他 

【展開する主な施策】の P.20に

「自治体と事業者等が連携したイ

ベント開催などの運転手確保のた

めの取組」の追加を検討してほし

い。 

① 

 意見を受け、「実施計画編」P.20「④―ⅲ 既存の公

共交通のサービス水準の維持・強化」に、次の文章を

追加します。 

「運転手不足の課題改善に資する取組を、交通事業者

と協働で検討します。」 

４０ 

パ
ブ
コ
メ 

いずみ野線延伸にあたり利用者

の確保が大切ということなら、延

伸予定地の開発も重要だが、東海

道線利用者をいずみ野線へ移転さ

せる方策も同時に考えるべき。例

えば、相鉄へ働きかけて、大手町方

面や霞が関方面へ利用しやすいダ

イヤ編成としたり、相鉄へ乗り継

ぐ定期券代を助成したりといった

方策は採れないのか。 

③ 

 いずみ野線延伸につきましては、本市のみならず、

神奈川県、寒川町、平塚市、相模鉄道、慶應義塾大学

等と協働で検討を進めています。意見につきまして

は、今後の取組の参考とさせていただきます。 

４１ 

パ
ブ
コ
メ 

いずみ野線延伸のＡ駅周辺の開

発について、近くにあるイトーヨ

ーカドーはこの地域の中核的な商

業施設であり求心力が比較的高

い。Ａ駅にもバス拠点を設け、地域

内からのフィーダー路線を設定す

ることはできないか。また、桐原工

業団地へＡ駅から通勤できない

か。既存の市街地と新駅を上手く

結び付ければ、費用対効果の高い

開発が可能となると思う。 

③ 

 Ａ駅の交通結節機能につきましては、鉄道延伸が見

えてきた段階で、検討が進むものと考えています。意

見につきましては、今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

４２ 

パ
ブ
コ
メ 

交通ネットワークの強化とある

が、江ノ電の減便など、現実にはネ

ットワークが弱体化している。鉄

道施設への投資は、一義的にはそ

れを保有する鉄道各社の責任であ

るが、鉄道の地域交通へ果たす役

割の大きさや、必要とされる投資

の規模の大きさを考慮すると、市

も主体的に鉄道設備の改善に関与

していくべきだろう。 

③ 

 本市としても、鉄道施設への投資の一部として、こ

れまでもエレベーター設置等への補助を実施してき

ており、今後も本市にとっての交通結節点強化や、安

全性向上などに資する鉄道設備に対しては、鉄道事業

者と協働で進めていくべきだと考えており、今後の取

組の参考とさせていただきます。 

４３ 

パ
ブ
コ
メ 

素案 P.23記載の３・４・７亀井

野二本松線の国道４６７号との交

差部分を早期着手してほしい。 

③ 

 個別の路線に対する整備につきましては、今後の参

考とさせていただきます。 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

４４ 

パ
ブ
コ
メ 

素案 P.36に「安全な交通環境の

整備」として、ホームドアの整備だ

けが示されていますが、踏切の安

全対策はどうなっているのか。辻

堂～藤沢間の歩行者用踏切は、

複々線の東海道線を横断しなけれ

ばならず、度々踏切の安全確認や

事故が発生している。また、江ノ電

には勝手踏切が多数あり、その安

全確保も課題である。 

① 
② 

 踏切の安全対策につきましては、「実施計画編」P.23

「⑥道路環境の改善」における「展開する主な施策」、

「＜取組内容＞」に、「踏切道改良促進法に位置付けら

れた「法指定箇所」の改善を図ります」と記載してい

ます。 

ご指摘の踏切道の安全対策につきましては、今後の

法指定の状況もありますが、参考とさせていただきま

す。 

４５ 

パ
ブ
コ
メ 

江ノ電には江ノ島～腰越の併用

区間があるが、ここも乗用車の混

雑や交通の交錯で安全性・定時運

行が妨げられている。併用区間へ

の自家用車の乗り入れ制限といっ

た対策はできないのか。 

④ 

 江ノ電の江ノ島～腰越間の併用軌道における自家

用車の乗り入れ制限につきましては、迂回する道路の

混雑も激しく、ほかに道路がないこと、また、当該道

路を生活道路として活用している方がいることなど

から、困難だと考えています。 

４６ 

パ
ブ
コ
メ 

藤沢の道路網は弱く、藤沢駅、辻

堂駅周辺の道路混雑が特にひど

い。「主要幹線道路の整備促進」と

あるが、県道ということで県に任

せていたら、いつになっても道路

が開通することはない。利用者の

多い、駅前、市街地の道路状況の改

善を市が主体となって整備を進め

てほしい。 

⑤ 

 県道の整備についても、市として地元の調整や、各

種手続きなどは、県と協働で進めています。今後も市

として重要な路線については、県と協力して進めてい

きます。 

 

１２．実施計画編「第３章 推進方策・評価指標」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

４７ 

そ
の
他 

アウトプット指標の「鉄道駅数」

には違和感がある。駅数は、民間経

営上の判断に基づくが、「市」の行

政計画に目標として書けるのか疑

問。すでに新設が事業計画にあり、

国・県・市の行政と合意できている

のであれば別であるが。 ⑤ 

 想定している駅は、ＪＲ東海道本線の「村岡新駅」、

いずみ野線延伸により想定される「Ａ駅」、「Ｂ駅」の

３駅です。「村岡新駅」の取組に向けては、すでに新駅

設置に向け具体的に動き始めており、いずみ野線延伸

につきましては、国の交通政策審議会から「東京圏に

おける今後の都市鉄道のあり方について（答申）」

（2016年（平成 28年）4月 20日）が示され、地域の

成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロ

ジェクトとして、「いずみ野線の延伸（湘南台から倉

見）」が位置付けられているほか、延伸の検討につきま

しても、本市のみならず、神奈川県、寒川町、慶應義

塾大学、相模鉄道等で構成された検討協議会において

進めているところです。 

 

 


